
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　豊田新屋立体事業について疑問・質問を持ちつつも

「説明会では聞きづらい」「役所に電話しづらい・行き
づらい」といった方々はいらっしゃいませんか？
　地域の方々と直接お会いして気軽に質問や相談をし
て頂ける場として「国道 ８号豊田新屋相談窓口」を開
設します。
　国土交通省職員（計画担当・用地担当）がご説明い
たしますので、週一回ではございますが、ぜひお気軽
にお越しください。

『国道８号豊田新屋相談窓国道８号豊田新屋相談窓口』を平成 26 年１月９日 ( 木 ) より開設します
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【場所】アルビス豊田店 ( 旧新鮮市場 ) 様の１階
【ｱｸｾｽ】国道８号高園町交差点を南に入りすぐ
【日時】毎週木曜日 10 時～ 19 時
　　　　　　（年末年始・祝日は休館）

平成 26 年１月９日 ( 木 ) より開設

開催状況（豊田小学校）

【開催期間】平成 25 年９月 12 日 ( 木 ) ～ 10 月１日 ( 火 )
　　　　　上記期間において８回開催
【開催場所】市立豊田小学校、各地区センター、公民館ほか
【参 加 者】のべ約２００人 ( 行政関係者を除く )
【開催日時と地区】

■幅杭設置等説明会の概要

■説明会での質問・回答の一部をご紹介

９ 月 12 日（木）
９ 月 17 日（火）
９ 月 18 日（水）
９ 月 24 日（火）・25 日（水）
９ 月 26 日（木）・30 日（月）
10 月 １ 日（火）

三上町内説明会
飯野町内説明会
小西町内説明会
豊田地区全体説明会
新屋地区全体説明会　　
新屋町内説明会

開催日 開催地区

開催状況（針原地区センター）

Ａ１．

春や秋の田おこしに杭は邪魔になる。

　事前に田おこしの時期をお知らせ頂ければ、幅
杭設置時期を調整します。 また、幅杭の位置は測
量データで管理しているため、支障があれば抜い
て頂いて結構ですし、連絡頂ければこちら（国土
交通省）で撤去します。

Ａ２．

用地幅杭について 10 月以降のだいたいのスケ
ジュールを知りたい。

　用地幅杭の設置は、年内完了を予定しています。
　その後、早い地区で平成 26 年 1 月から用地
測量・建物調査を実施させていただく予定です。

Ｑ３．

Ａ３．

用地幅杭を打つときは立ち会いが必要か。

　立ち会いは必要ありません。日程の調整のため、
測量業者から皆様へご連絡させて頂いた後、作業
させて頂きます。来年予定している用地測量・建物
調査の際には立ち会いをお願い致します。

要差し替え

Ｑ２．

Ｑ１．

国道８号豊田新屋相談窓口（粟島町 1丁目４番 20 号）
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発行・お問い合わせ先

国土交通省
富山河川国道事務所
調査第二課・用地第二課
〒930-8537
富山市奥田新町２番１号
 TEL 076-443-4701(代表)
 FAX 076-443-4703

富山市役所
建設部　建設政策課
〒930-8510
富山市新桜町7-38
 TEL 076-443-2220(直通)
 FAX 076-443-2187

平成25年12月発行国道８号　豊田新屋立体事業　　「豊田新屋ニュースレター　（第２号）」

裏面もご覧ください
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　     国道８号豊田新屋立体事業に関しては下記までお気軽にお問い合わせ下さい。
　　● 事業の計画・設計について　　　　富山河川国道事務所　調査第二課　ＴＥＬ ０７６-４４３-４７１７（直通）
　　● 用地測量・建物調査について　　　富山河川国道事務所　用地第二課　ＴＥＬ ０７６-４４３-４７０７（直通）
　　● 事業に伴う市道等の計画について　富山市役所　建設部　建設政策課　ＴＥＬ ０７６-４４３-２２２０（直通）

【問い合わせ先】
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■事業の流れ 今はここです
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Ａ１．

建物移転先は国土交通省が探してくれる
のですか？

　移転先のご要望をお聞きしたときには、で
きる限りの情報提供を行います。
　しかし、移転先は希望の場所や形状、面積、
価格など、それぞれのご意向やご事情などが
異なりますし、また、私どもが売り払い目的
の不動産を所有していない事情もあり、皆様
方にも情報収集をお願いしています。

Ｑ２．

Ａ２．

商売上の都合で土地に抵当権を設定して
いるのですが、そのままでいいですか？

　お譲り頂く土地に抵当権などが設定されて
いるときは、皆様で抹消登記して頂くことに
なります。
　なお、設定されている土地の一部をお譲り
頂く場合などでかつ金融機関の了解を得られ
る場合にはお譲り頂く部分のみを抹消する方
法もございますので、詳細は用地第二課にご
相談下さい。

用地測量・建物調査に関するＱ＆Ａコーナー
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平成25年12月発行国道８号　豊田新屋立体事業　　「豊田新屋ニュースレター　（第２号）」

 　土地は、登記された地目、面積にかかわ
らず、現況の地目（現況地目）、実際の面積（実
測面積）でお譲りいただくことになりますので、
現地で測量を行い、土地の現況や実際の面積
を調査させていただきます。
　この時、所有者・権利者や隣接地の所有者
などの方に立ち会っていただき、土地の境界
を確認させていただきます。

　お譲りいただく土地にある
建物、工作物、立木などは
皆様に移転していただくこと
になります。
　この移転に必要な費用（補
償額）を算定するために、建
物、工作物、立木などを詳し
く調査させていただきます。

 　借地や借家されている方については、その方と所有者
の方から権利関係などについて確認させていただきます。
　また、必要に応じて、営業内容などの調査や家族数、
動産の数量などを調査させていただきます。

用地測量
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